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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体素子が設けられた基板と、
　上記基板の上方に設けられた下層層間絶縁膜と、
　上記下層層間絶縁膜に設けられた下層配線溝と、
　上記下層配線溝に設けられた下層配線と、
　上記下層層間絶縁膜及び上記下層配線の上方に設けられた上層層間絶縁膜と、
　上記上層層間絶縁膜を貫通して上記下層配線の一部に接触する上層プラグとを備え、
　上記下層層間絶縁膜における上記下層配線溝の底面には、複数の凹部が設けられること
により格子状の凸部が形成されており、
　上記下層配線の底面には、上記複数の凹部に倣った形状を有する凸部が設けられている
半導体装置。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置において、
　上記下層配線は、上記下層配線溝の壁面に沿って形成されたＴａＮ膜からなるバリアメ
タル層と、上記バリアメタル層の上に形成された銅膜とからなる，半導体装置。
【請求項３】
　請求項２記載の半導体装置において、
　上記下層配線の上記銅膜を覆うように、上記銅膜と上記上層層間絶縁膜との間に形成さ
れたシリコン窒化膜を備えている，半導体装置。
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【請求項４】
　請求項２記載の半導体装置において、
　上記下層配線の上記銅膜を覆うように、上記銅膜と上記上層層間絶縁膜との間に形成さ
れたＳｉＯＮ膜、ＳｉＯＦ膜、ＳｉＣ膜又はＳｉＣＦ膜を備えている，半導体装置。
【請求項５】
　半導体素子が設けられた基板と、
　上記基板の上方に設けられた下層層間絶縁膜と、
　上記下層層間絶縁膜に設けられた下層配線溝と、
　上記下層配線溝内に設けられた下層配線と、
　上記下層配線の上面を覆うストレス緩和用導体膜と、
　上記ストレス緩和用導体膜の上方に設けられた上層層間絶縁膜と、
　上記上層層間絶縁膜を貫通して上記ストレス緩和用導体膜の一部に接触する上層プラグ
とを備え、
　上記ストレス緩和用導体膜は、上記下層配線における銅膜の上に上記下層層間絶縁膜の
上面と平坦になるように形成されている半導体装置。
【請求項６】
　請求項５記載の半導体装置において、
　上記下層配線は、上記下層配線溝の壁面に沿って形成されたＴａＮ膜からなるバリアメ
タル層と、上記バリアメタル層上に形成された上記銅膜とからなる，半導体装置。
【請求項７】
　請求項５又は６記載の半導体装置において、
　上記ストレス緩和用導体膜は、ＴａＮ膜である，半導体装置。
【請求項８】
　半導体素子が設けられた基板上に下層層間絶縁膜を形成する工程（ａ）と、
　上記下層層間絶縁膜に下層配線溝を形成する工程（ｂ）と、
　上記下層配線溝の底面上に複数の開口部を有するエッチングマスクを用いて上記下層層
間絶縁膜をエッチングして、上記下層層間絶縁膜における上記下層配線溝の底面に複数の
凹部を設けることにより、格子状の凸部を形成する工程（ｃ）と、
　上記下層配線溝を導体材料によって埋めて、上記凹部に倣った形状の凸部を底面に有す
る下層配線を形成する工程（ｄ）と、
　上記下層層間絶縁膜及び上記下層配線の上方に上層層間絶縁膜を形成する工程（ｅ）と
、
　上記上層層間絶縁膜を貫通して上記下層配線の一部に接触する上層プラグを形成する工
程（ｆ）と
を含む半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　半導体素子が設けられた基板上に下層層間絶縁膜を形成する工程（ａ）と、
　上記下層層間絶縁膜に、下層配線溝を形成する工程（ｂ）と、
　上記下層配線溝を導体材料によって埋めて下層配線を形成する工程（ｃ）と、
　上記下層配線における銅膜をエッチングして、上記銅膜を掘り下げる工程（ｄ）と、
　上記工程（ｄ）よりも後に、上記下層配線及び上記下層層間絶縁膜の上に、ストレス緩
和用導体膜を形成する工程（ｅ）と、
　ＣＭＰ法により、上記下層層間絶縁膜の上面が露出するまで上記ストレス緩和用導体膜
を除去することにより、エッチングにより掘り下げられた上記銅膜の上に上記ストレス緩
和用導体膜を形成する工程（ｆ）と、
　上記工程（ｆ）よりも後に、上記下層層間絶縁膜及び上記ストレス緩和用導体膜の上方
に上層層間絶縁膜を形成する工程（ｇ）と、
　上記上層層間絶縁膜を貫通して上記ストレス緩和用導体膜の一部に接触する上層プラグ
を形成する工程（ｈ）と
を含む半導体装置の製造方法。



(3) JP 4499390 B2 2010.7.7

10

20

30

40

50

【請求項１０】
　請求項９記載の半導体装置の製造方法において、
　上記ストレス緩和用導体膜は、ＴａＮ膜である，半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、層間絶縁膜に埋め込まれた埋め込み配線を有する半導体装置及びその製造方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、超高集積回路（ＵＬＳＩ：Ultra Large Scale Integrated-circuit）のような集
積度の高い半導体装置においては、信号伝搬の高速化が要求されるとともに、消費電力の
増大によって深刻化するマイグレーションに対する高い耐性が要求されている。このよう
な要求を満足するための配線材料としては、以前はアルミニウム合金が用いられてきた。
最近では、さらなる信号伝搬の高速化を達成するために、比抵抗が低く、かつ耐エレクト
ロマイグレーション特性がアルミニウムよりも１桁程度高い銅を配線材料として用いられ
ている。
【０００３】
　ここで、銅配線を形成するために特に適した加工方法として、シングルダマシン法とデ
ュアルダマシン法とがある。シングルダマシン法は、層間絶縁膜に形成された接続孔に導
体材料を埋め込んだ後、化学的機械研磨（Chemical Mechanical Polishing 、以下、ＣＭ
Ｐと記す）を行なって層間絶縁膜上の余分な配線材料を除去することによりプラグを形成
する工程と、上層の層間絶縁膜を形成し，上層の層間絶縁膜に形成された配線溝に導体材
料を埋め込んだ後、ＣＭＰを行なって、プラグに接続される配線を形成する工程とを繰り
返す方法である。一方、デュアルダマシン法は、接続孔とこの接続孔に重なる配線溝とを
１つの層間絶縁膜に形成し、これらの接続孔及び配線溝に同時に配線材料を埋め込んだ後
、ＣＭＰを行なって層間絶縁膜上の余分な配線材料を除去するという手順を繰り返す方法
である。
【０００４】
　ダマシン法を用いることにより、ドライエッチングによるパターニングが困難な銅を配
線材料として用いても、容易に配線を形成することができる。特に、デュアルダマシン法
では、シングルダマシン法に比べて、配線材料の埋め込み工程やその後のＣＭＰ工程がそ
れぞれ１回で済むという利点がある（例えば、特許文献１、特許文献２参照）。
【０００５】
　図１４は、デュアルダマシン法を用いて形成された配線層を備えた従来の半導体装置の
構造を示す断面図である。
【０００６】
　同図に示すように、従来の半導体装置は、多数のトランジスタ等の半導体素子（図示せ
ず）が形成された基板１１０と、基板１１０の上方に設けられた下層層間絶縁膜１１１と
、下層層間絶縁膜１１１に形成された下層配線溝１１３と、下層配線溝１１３の壁面に沿
って形成された下層バリアメタル層１１４と、下層配線溝１１３を埋める銅膜１１５と、
下層層間絶縁膜１１１の上に設けられた上層層間絶縁膜１１７と、上層層間絶縁膜１１７
に形成された接続孔１１８及びその上の上層配線溝１１９と、接続孔１１８及び上層配線
溝１１９の壁面に沿って形成された上層バリアメタル層１２０と、接続孔１１８及び上層
配線溝１１９を埋める銅膜１２１とを備えている。下層層間絶縁膜１１１に形成された下
層配線溝１１３を埋める銅膜１１５及び下層バリアメタル層１１４により、下層配線１１
６が構成されている。一方、上層層間絶縁膜１１７に形成された上層配線溝１１９は、接
続孔１１８を包含する広い領域に形成されている。そして、上層バリアメタル層１２０及
び銅膜１２１のうち、接続孔１１８に埋め込まれている部分が上層プラグ１２２ａであり
、上層配線溝１１９に埋め込まれている部分が上層配線１２２ｂである。
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【特許文献１】特開２０００－２９９３７６号公報
【特許文献２】特開２００２－３１９６１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところが、上記従来のダマシン法等を用いて形成された銅配線を有する半導体装置にお
いては、以下のような不具合があった。
【０００８】
　図１４に示すように、下層配線１１６（銅膜１１５）のうち、特に上層プラグ１２２ａ
と接触する部分において、ボイド集中領域１２５が発生しやすい。そして、ボイド集中領
域１２５においては、当然に電気抵抗が増大するので、下層配線１１６と上層プラグ１２
２ａとの間のコンタクト抵抗が過大になる。
【０００９】
　このようなボイド集中領域１２５が形成されるメカニズムは、完全に解明されているわ
けではないが、下層配線１１６の面積が大きいほどボイド集中領域１２５が発生しやすい
ことから、下層配線１１６のうち上層プラグ１２２ａと接触する部分にストレスが発生し
ていて、このストレスにより、銅膜１１５中のボイドがボイド集中領域１２５に集中的に
ゲッタリングされることに起因すると推測される。
【００１０】
　本発明の目的は、下層配線のうち上層配線に接触する部分におけるボイド集中領域の発
生を抑制し、もって、下層配線と上層配線のプラグとの間のコンタクト抵抗の増大を抑制
しうる半導体装置及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の半導体装置は、下層層間絶縁膜に形成された下層配線溝内に設けられ、
底面，側面及び上面のうち少なくとも１つの面に凸部又は凹部を有する下層配線と、上層
層間絶縁膜を貫通して下層配線の一部に接触する上層プラグとを備えている。
【００１２】
　これにより、下層配線の凸部又は凹部にもボイドがゲッタリングされるので、下層配線
と上層プラグとの接触部にボイドが集中することに起因するコンタクト抵抗の増大を抑制
することができる。
【００１３】
　下層配線溝の底面や側面に凹部又は凸部を設けたり、不規則形状の凹凸部を設けること
により、下層配線には、凹部，凸部，凹凸部に対応する凸部又は凹部を設けることができ
る。
【００１４】
　下層配線が、銅膜によって構成されている部分を含んでいることにより、特に、銅膜を
用いることによる配線の低抵抗化という利点を活用することができる。
【００１５】
　本発明の第２の半導体装置は、下層層間絶縁膜に形成された下層配線溝内に設けられた
下層配線と、下層配線を覆う導体膜と、上層層間絶縁膜を貫通して導体膜の一部に接触す
る上層プラグとを備えている。
【００１６】
　これにより、下層配線のうち上層プラグの下方に位置する部分における応力の集中が緩
和されるので、コンタクト抵抗の増大を抑制することができる。
【００１７】
　本発明の第３の半導体装置は、下層層間絶縁膜に形成された下層配線溝内に設けられ、
不純物が注入された下層配線と、上層層間絶縁膜を貫通して下層配線の一部に接触する上
層プラグとを備えている。
【００１８】
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　これにより、下層配線中の不純物にもボイドがゲッタリングされるので、下層配線と上
層プラグとの接触部にボイドが集中することに起因するコンタクト抵抗の増大を抑制する
ことができる。
【００１９】
　本発明の第１の半導体装置の製造方法は、下層層間絶縁膜に、壁面に凹部又は凸部を有
する下層配線溝を形成した後、下層配線溝を導体材料によって埋めて、凸部又は凹部を有
する下層配線を形成し、その後、上層層間絶縁膜と上層プラグとを形成する方法である。
【００２０】
　この方法により、第１の半導体装置の構造が容易に得られる。すなわち、上層プラグと
下層配線との接触部におけるボイドの集中を緩和する効果を発揮しうる半導体装置の製造
の容易化を図ることができる。
【００２１】
　壁面の少なくとも一部に凹部を有する配線溝を形成する方法としては、エッチングマス
クを用いたエッチングにより、下層配線溝の底面に凹部又は凸部を形成する方法や、第２
層を有する下層層間絶縁膜の側面をエッチングして下層配線溝の側面に凹部又は凸部を形
成する方法や、下層配線溝の側面及び底面上にデポ膜が残存するような条件でエッチング
した後、下層配線溝に露出している部分をエッチングして、下層配線溝の側面及び底面に
不規則形状の凹凸部を形成する方法がある。
【００２２】
　本発明の第２の半導体装置の製造方法は、下層配線溝を埋める下層配線を形成した後、
下層配線溝の上にストレス緩和用導体膜を形成し、その後、上層層間絶縁膜と上層プラグ
とを形成する方法である。
【００２３】
　この方法により、第２の半導体装置の構造が容易に得られる。すなわち、上層プラグと
下層配線との接触部におけるボイドの集中を緩和する効果を発揮しうる半導体装置の製造
の容易化を図ることができる。
【００２４】
　本発明の第３の半導体装置の製造方法は、下層層間絶縁膜に下層配線溝を形成した後、
下層配線溝を導体材料によって埋めて下層配線を形成し、その後、下層配線中に不純物イ
オンを注入し、さらに、上層層間絶縁膜と上層プラグとを形成する方法である。
【００２５】
　この方法により、第３の半導体装置の構造が容易に得られる。すなわち、上層プラグと
下層配線との接触部におけるボイドの集中を緩和する効果を発揮しうる半導体装置の製造
の容易化を図ることができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の半導体装置又はその製造方法によると、下層配線と上層プラグとの接触部にお
けるボイドの集中を緩和することにより、配線層におけるコンタクト抵抗の小さい半導体
装置又はその製造方法の提供を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　　（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態における半導体装置の構造を示す断面図である。図１に示すよ
うに、本実施形態の半導体装置は、多数のトランジスタ等の半導体素子（図示せず）が形
成された基板１０と、基板１０の上方に設けられた下層層間絶縁膜１１と、下層層間絶縁
膜１１に形成された下層配線溝１３と、下層配線溝１３の壁面に沿って形成された下層バ
リアメタル層１４と、バリアメタル層１４と共に下層配線溝１３を埋める銅膜１５と、下
層層間絶縁膜１１及び銅膜１５の上に設けられたシリコン窒化膜２４と、シリコン窒化膜
２４の上に設けられた上層層間絶縁膜１７と、上層層間絶縁膜１７に形成された接続孔１
８及びその上の上層配線溝１９と、接続孔１８及び上層配線溝１９の壁面に沿って形成さ
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れた上層バリアメタル層２０と、接続孔１８及び上層配線溝１９を埋める銅膜２１とを備
えている。下層配線溝１３を埋める銅膜１５及び下層バリアメタル層１４により、下層配
線１６が構成されている。一方、上層層間絶縁膜１７に形成された上層配線溝１９は、接
続孔１８を包含する広い領域に形成されている。そして、上層バリアメタル層２０及び銅
膜２１のうち、接続孔１８に埋め込まれている部分が上層プラグ２２ａであり、上層配線
溝１９に埋め込まれている部分が上層配線２２ｂである。上層プラグ２２ａは、シリコン
窒化膜２４を貫通して下層配線１６の銅膜１５に接触している。
【００２８】
　ここで、本実施形態の半導体装置の特徴は、下層層間絶縁膜１１に形成された下層配線
溝１３の下面が平坦ではなく、多くの凹部１３ａを有していて、下層配線１６中にはこの
凹部１３ａに対応する形状の凸部１６ａが存在している点である。凹部１３ａや凸部１６
ａは１カ所だけに設けられていても、後述する効果を発揮することができる。本実施形態
においては、下層配線１６の厚さは例えば０．３μｍであり、下層配線１６の平面寸法は
、例えば幅が０．３８μｍで長さが１．５μｍであり、凹部１３ａの深さは例えば０．１
μｍで、凹部１３ａの平面寸法は例えば０．２μｍ×０．２μｍである。上層プラグ２２
ａの平面寸法は例えば０．２μｍ×０．２μｍである。従来の構造の場合には、下層配線
溝１３の幅が０．２５μｍ以上で、長さが１μｍ以上である場合に、特に、下層配線１６
中にボイド集中領域が生じやすいことがわかっている。
【００２９】
　なお、基板１０には、さらに下側の層間絶縁膜や配線層が存在している場合にも、本実
施形態を適用することができる。そして、図１の破線に示すように、下層配線１６の下方
には、さらに下側の配線や半導体基板に到達するプラグが設けられている。一般に、半導
体装置には、３層以上の配線層が設けられていることが多いが、その全ての層の配線が本
実施形態に示す下層配線１６の形状を有していることが好ましい。
【００３０】
　本実施形態の半導体装置によると、下層配線１６に凸部１６ａを設けたことにより、凸
部１６ａにもボイドがゲッタリングされるので、下層配線１６のうち上層プラグ２２ａに
接触する領域に集中的にボイドがゲッタリングされるのを防止することができる。このよ
うに、凸部１６ａがボイドのゲッタリング機能を発揮する理由は、凸部１６ａにおけるス
トレスの発生によるものと推定される。
【００３１】
　次に、本実施形態における半導体装置の製造方法について説明する。図２（ａ）～（ｄ
）は、本実施形態の半導体装置の製造工程の前半部分を示す断面図及び平面図である。図
３（ａ）～（ｃ）は、本実施形態の半導体装置の製造工程の後半部分を示す断面図である
。図２（ａ）～（ｄ）において、左図は半導体装置の断面図を示し、右図は半導体装置の
平面図を示している。
【００３２】
　まず、図２（ａ）に示す工程で、基板１０の上に、厚さ約１μｍのＢＰＳＧ膜からなる
下層層間絶縁膜１１を堆積した後、周知のリソグラフィー及びドライエッチング工程によ
り、下層層間絶縁膜１１に下層配線溝１３を形成する。このとき、図２（ａ）の左図に示
す下層配線溝１３の深さＤ１は、約０．３μｍ程度である。また、図２（ａ）の右図に示
す下層配線溝１３の寸法Ｌ１が０．３８μｍで、寸法Ｌ２が１．５μｍである。
【００３３】
　次に、図２（ｂ）に示す工程で、リソグラフィー工程により、下層層間絶縁膜１１の上
に、多数の開口部Ｈole を有するレジスト膜Ｒe1を形成する。このとき、図２（ｂ）の右
図に示す開口部Ｈole の平面寸法Ｌ３，Ｌ４は、共に約０．２μｍである。
【００３４】
　次に、図２（ｃ）に示す工程で、ドライエッチング工程により、下層層間絶縁膜１１の
うちレジスト膜Ｒe1の開口部Ｈole 下方に位置する部分を堀り込んで、下層配線溝１３の
底面に凹部１３ａを形成する。このとき、図２（ｃ）の左図に示す凹部１３ａの深さＤ２
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は、例えば０．１μｍである。その後、アッシング工程により、レジスト膜Ｒe1を除去す
る。
【００３５】
　なお、本実施形態及び後述する第３の実施形態においては、凹部１３ａは底付き凹部で
あるが、基板１０の上面のうち凹部１３ａの直下方に位置する部分に導体部材が露出して
いない場合には、凹部１３ａが下層層間絶縁膜１１を貫通していてもよい。
【００３６】
　次に、図２（ｄ）に示す工程で、下層層間絶縁膜１１の上に、例えばスパッタ法により
厚さ約５０ｎｍのＴａＮ膜からなる下層バリアメタル層１４を堆積した後、スパッタ法，
ＣＶＤ法，電解メッキ法などにより、下層バリアメタル層１４の上に、下層配線溝１３が
埋め込まれるまで銅膜１５を形成する。電解メッキ法を用いる場合には、配線材料（本実
施形態においては銅）と同種類の材料からなるシード層を形成しておく。ＴａＮ膜は、銅
原子の拡散を抑制する機能を有している。
【００３７】
　次に、図３（ａ）に示す工程で、ＣＭＰ法により、下層層間絶縁膜１１の上面が露出す
るまで、銅膜１５及び下層バリアメタル層１４を除去する平坦化処理を行なう。これによ
り、銅膜１５及び下層バリアメタル層１４からなる下層配線１６が形成される。そして、
下層配線１６の底面には、下方に突出する凸部１６ａが形成されている。
【００３８】
　次に、図３（ｂ）に示す工程で、下層層間絶縁膜１１の上に、厚さ約０．２μｍのシリ
コン窒化膜２４を形成し、さらに、シリコン窒化膜２４の上に、厚さ約１μｍのＢＰＳＧ
膜からなる上層層間絶縁膜１７を堆積する。そして、リソグラフィー及びドライエッチン
グ工程により、上層層間絶縁膜１７を貫通して下層配線１６の銅膜１５に達する接続孔１
８を形成した後、さらに、リソグラフィー及びドライエッチング工程を行なって、上層層
間絶縁膜１７の接続孔１８を含む領域に上層配線溝１９を形成する。シリコン窒化膜２４
を下層配線層１６の銅膜１５を覆うように形成することにより、銅膜１５の酸化を防止す
ることができる。
【００３９】
　次に、図３（ｃ）に示す工程で、例えばスパッタ法により、接続孔１８及び上層配線溝
１９の壁面から上層層間絶縁膜１７の上面に亘って、厚さ５０ｎｍのＴａＮからなる上層
バリアメタル層２０を例えばスパッタリング法によって堆積する。次いで、スパッタ法，
ＣＶＤ法，電解メッキ法などにより、上層バリアメタル層２０の上に、接続孔１８及び上
層配線溝１９が埋め込まれるまで銅膜２１を堆積する。なお、電解メッキ法を用いる場合
には、配線材料と同種類の材料（本実施形態では、銅）によってシード層を形成しておく
。
【００４０】
　その後、ＣＭＰ法により、上層層間絶縁膜１７の上面が露出するまで銅膜２１及び上層
バリアメタル層２０を除去することにより、図１に示す半導体装置の構造が得られる。
【００４１】
　本実施形態の半導体装置の製造方法によると、底面に凸部１６ａを有する下層配線１６
を容易に形成することができる。そして、この構造により、凸部１６ａがボイドをゲッタ
リングする機能を有するので、下層配線１６（中の銅膜１５）のうち上層プラグ２２ａに
接触する領域にボイドが集中的にゲッタリングされることに起因するコンタクト抵抗の増
大を抑制することができる。
【００４２】
　なお、図２（ｂ），（ｃ）に示す工程で、格子状のレジスト膜Ｒe1をマスクとしてエッ
チングを行なうと、下層層間絶縁膜１１には格子状の凸部が形成されるので、下層配線１
６にはこの凸部に倣った形状を有する溝（凹部）が形成される。その場合にも、下層配線
層１６の凹部に発生するストレスにより、ボイドがゲッタリングされるので、本実施形態
と同じ効果を発揮することができる。後述する第４の実施形態においても同じである。
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【００４３】
　　（第２の実施形態）
　図４は、第２の実施形態における半導体装置の構造を示す断面図である。図４に示すよ
うに、本実施形態の半導体装置は、多数のトランジスタ等の半導体素子（図示せず）が形
成された基板１０と、基板１０の上方に設けられた下層層間絶縁膜１１と、下層層間絶縁
膜１１に形成された下層配線溝１３と、下層配線溝１３の壁面に沿って形成された下層バ
リアメタル層１４と、下層配線溝１３を埋める銅膜１５と、下層層間絶縁膜１１及び銅膜
１５の上に設けられたシリコン窒化膜２４と、シリコン窒化膜２４の上に設けられた上層
層間絶縁膜１７と、上層層間絶縁膜１７に形成された接続孔１８及びその上の上層配線溝
１９と、接続孔１８及び上層配線溝１９の壁面に沿って形成された上層バリアメタル層２
０と、接続孔１８及び上層配線溝１９を埋める銅膜２１とを備えている。下層配線溝１３
を埋める銅膜１５及び下層バリアメタル層１４により、下層配線１６が構成されている。
一方、上層層間絶縁膜１７に形成された上層配線溝１９は、接続孔１８を包含する広い領
域に形成されている。そして、上層バリアメタル層２０及び銅膜２１のうち、接続孔１８
に埋め込まれている部分が上層プラグ２２ａであり、上層配線溝１９に埋め込まれている
部分が上層配線２２ｂである。上層プラグ２２ａは、シリコン窒化膜２４を貫通して下層
配線１６の銅膜１５に接触している。
【００４４】
　ここで、本実施形態の半導体装置の特徴は、下層層間絶縁膜１１に形成された下層配線
溝１３の壁面（底面及び側面）が平坦ではなく、不規則形状の凹凸部１３ｂを有していて
、下層配線１６中にはこの凹凸部１３ｂの形状に対応する不規則形状の凹凸部１６ｂが存
在している点である。すなわち、下層配線溝１３の凹凸部１３ｂには多くの凹部が存在し
、下層配線１６の凹凸部１６ｂには多くの凸部が存在している。ここでいう不規則形状と
は、各半導体装置の各配線ごとに形状が同一ではない，ランダムな形状を意味する。
【００４５】
　本実施形態においても、下層配線１６の厚さ，平面寸法は、第１の実施形態と同様であ
る。従来の構造の場合には、下層配線溝１３の幅が０．２５μｍ以上で、長さが１μｍ以
上である場合に、特に、下層配線１６中にボイド集中領域が生じやすいことがわかってい
る。
【００４６】
　なお、基板１０には、さらに下側の層間絶縁膜や配線層が存在している場合にも、本実
施形態を適用することができる。そして、図４の破線に示すように、下層配線１６の下方
には、さらに下側の配線や半導体基板に到達するプラグが設けられている。一般に、半導
体装置には、３層以上の配線層が設けられていることが多いが、その全ての層の配線が本
実施形態に示す下層配線１６の形状を有していることが好ましい。
【００４７】
　本実施形態の半導体装置によると、下層配線１６に凹凸部１６ｂを設けたことにより、
凹凸部１６ｂにもボイドがゲッタリングされるので、下層配線１６のうち上層プラグ２２
ａに接触する領域に集中的にボイドがゲッタリングされるのを防止することができる。こ
のように、凹凸部１６ｂがボイドのゲッタリング機能を発揮する理由は、凹凸部１６ｂに
おけるストレスの発生によるものと推定される。
【００４８】
　次に、本実施形態における半導体装置の製造方法について説明する。図５（ａ）～（ｄ
）は、本実施形態の半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【００４９】
　まず、図５（ａ）に示す工程で、基板１０の上に、厚さ約１μｍのＢＰＳＧ膜からなる
下層層間絶縁膜１１を堆積した後、周知のリソグラフィー工程により、レジスト膜Ｒe2を
形成する。そして、レジスト膜Ｒe2をマスクとして、ドライエッチングを行なって、下層
層間絶縁膜１１に下層配線溝１３を形成する。このとき、エッチングガスとしてＣＦ4 と
ＣＨＦ3 とを用い、ガス圧１３３Ｐａ，ＲＦパワー１ｋＷの条件でドライエッチングを行
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なう。これにより、エッチングの終了後に、下層配線溝１３の壁面上に不均一に堆積した
フロロカーボン膜が残存している。なお、下層配線溝１３の深さや平面寸法は、第１の実
施形態における図２（ａ）に示す工程と同じでよい。
【００５０】
　次に、図５（ｂ）に示す工程で、下層配線溝１３の壁面上に不均一な厚さを有するフロ
ロカーボン膜が残存している状態で、フッ酸系のエッチング液（ＨＦ，ＢＨＦなど）によ
るウェットエッチングを行なうことにより、下層配線溝１３の壁面に凹凸部１３ｂを形成
する。なお、フロロカーボン膜（デポ膜）の一部を酸素プラズマによって除去して、下層
層間絶縁膜１１の一部を露出させてから、フッ酸系のエッチング液によるウェットエッチ
ングを行なってもよい。
【００５１】
　次に、図５（ｃ）に示す工程で、下層層間絶縁膜１１の上に、例えばスパッタ法により
厚さ約５０ｎｍのＴａＮ膜からなる下層バリアメタル層１４を堆積した後、スパッタ法，
ＣＶＤ法，電解メッキ法などにより、下層バリアメタル層１４の上に、下層配線溝１３が
埋め込まれるまで銅膜１５を形成する。電解メッキ法を用いる場合には、配線材料（本実
施形態においては銅）と同種類の材料からなるシード層を形成しておく。ＴａＮ膜は、銅
原子の拡散を抑制する機能を有している。
【００５２】
　次に、図５（ｄ）に示す工程で、ＣＭＰ法により、下層層間絶縁膜１１の上面が露出す
るまで、銅膜１５及び下層バリアメタル層１４を除去する。これにより、銅膜１５及び下
層バリアメタル層１４からなる下層配線１６が形成される。そして、下層配線１６の底面
及び側面には、不規則形状の凹凸部１６ｂが形成されている。
【００５３】
　その後の工程の図示は省略するが、第１の実施形態における図３（ｂ），（ｃ）に示す
工程と同様の処理を行なうことにより、図４に示す半導体装置の構造が得られる。
【００５４】
　本実施形態の半導体装置の製造方法によると、下層配線溝１３に凹凸部１３ｂを形成す
る際に、第１の実施形態のごとくリソグラフィー工程を追加することなく、底面に不規則
な形状の凹凸部１６ｂを有する下層配線１６を容易に形成することができる。そして、こ
の構造により、凹凸部１６ｂがボイドをゲッタリングする機能を有するので、下層配線１
６（中の銅膜１５）のうち上層プラグ２２ａに接触する領域にボイドが集中的にゲッタリ
ングされることに起因するコンタクト抵抗の増大を抑制することができる。
【００５５】
　　（第３の実施形態）
　図６は、第３の実施形態における半導体装置の構造を示す断面図である。図６に示すよ
うに、本実施形態の半導体装置は、多数のトランジスタ等の半導体素子（図示せず）が形
成された基板１０と、基板１０の上方に設けられ、エッチングレートが小さい第１層１１
ａ，エッチングレートが大きい第２層１１ｂ及びエッチングレートが小さい第３層１１ｃ
の３つの層からなる下層層間絶縁膜１１と、下層層間絶縁膜１１に形成された下層配線溝
１３と、下層配線溝１３の壁面に沿って形成された下層バリアメタル層１４と、下層配線
溝１３を埋める銅膜１５と、下層層間絶縁膜１１及び銅膜１５の上に設けられたシリコン
窒化膜２４と、シリコン窒化膜２４の上に設けられた上層層間絶縁膜１７と、上層層間絶
縁膜１７に形成された接続孔１８及びその上の上層配線溝１９と、接続孔１８及び上層配
線溝１９の壁面に沿って形成された上層バリアメタル層２０と、接続孔１８及び上層配線
溝１９を埋める銅膜２１とを備えている。下層配線溝１３を埋める銅膜１５及び下層バリ
アメタル層１４により、下層配線１６が構成されている。一方、上層層間絶縁膜１７に形
成された上層配線溝１９は、接続孔１８を包含する広い領域に形成されている。そして、
上層バリアメタル層２０及び銅膜２１のうち、接続孔１８に埋め込まれている部分が上層
プラグ２２ａであり、上層配線溝１９に埋め込まれている部分が上層配線２２ｂである。
上層プラグ２２ａは、シリコン窒化膜２４を貫通して下層配線１６の銅膜１５に接触して
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いる。
【００５６】
　ここで、本実施形態の半導体装置の特徴は、下層層間絶縁膜１１に形成された下層配線
溝１３の側面が平坦ではなく、第２層１１ｂの側面が第１層１１ａ及び第３層１１ｃより
も後退してなる凹部１３ｃを有していて、下層配線１６中にはこの凹部１３ｂに埋め込ま
れた凸部１６ｃが存在している点である。本実施形態においても、下層配線１６の厚さ，
平面寸法は、第１の実施形態と同様である。そして、凸部１６ｃの縦方向寸法は、約０．
１μｍであり、凸部１６ｃの突出量は約０．１μｍである。従来の構造の場合には、下層
配線溝１３の幅が０．２５μｍ以上で、長さが１μｍ以上である場合に、特に、下層配線
１６中にボイド集中領域が生じやすいことがわかっている。
【００５７】
　なお、基板１０には、さらに下側の層間絶縁膜や配線層が存在している場合にも、本実
施形態を適用することができる。そして、図６の破線に示すように、下層配線１６の下方
には、さらに下側の配線や半導体基板に到達するプラグが設けられている。一般に、半導
体装置には、３層以上の配線層が設けられていることが多いが、その全ての層の配線が本
実施形態に示す下層配線１６の形状を有していることが好ましい。
【００５８】
　本実施形態の半導体装置によると、下層配線１６の側面に凸部１６ｃを設けたことによ
り、凸部１６ｃにもボイドがゲッタリングされるので、下層配線１６のうち上層プラグ２
２ａに接触する領域に集中的にボイドがゲッタリングされるのを防止することができる。
このように、凸部１６ｃがボイドのゲッタリング機能を発揮する理由は、凸部１６ｃにお
けるストレスの発生によるものと推定される。
【００５９】
　なお、本実施形態とは逆に、第２層１１ｂが第１層１１ａ及び第３層１１ｃよりもエッ
チングレートが小さい絶縁性材料によって構成されている場合には、下層配線溝１３の側
面には凹部が形成されることになるが、その場合にも凹部の周囲に発生するストレスによ
ってボイドをゲッタリングすることができるので、本実施形態と同じ効果を発揮すること
ができる。後述する第４の実施形態においても同様である。
【００６０】
　また、エッチングレートが大きい材料からなる層である第２層１１ｂの上に、エッチン
グレートが小さい第３層１１ｃが必ずしも設けられていずに、第１層１１ａと第２層１１
ｂとだけで下層層間絶縁膜１１が構成されていてもよい。その場合にも、下層配線溝１３
の側面に凹部又は凸部が形成されるので、この凹部又は凸部に倣った形状の下層配線の凸
部又は凹部にストレスが発生して、本実施形態の効果を発揮することができる。後述する
第４の実施形態においても同様である。
【００６１】
　次に、本実施形態における半導体装置の製造方法について説明する。図７（ａ）～（ｄ
）は、本実施形態の半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【００６２】
　まず、図７（ａ）に示す工程で、基板１０の上に、厚さ約０．８μｍのＰＳＧ膜からな
る下層層間絶縁膜１１の第１層１１ａと、厚さ約０．１μｍのＮＳＧ膜からなる第２層１
１ｂと、厚さ約０．１μｍのＰＳＧ膜からなる第３層１１ｃとを堆積した後、周知のリソ
グラフィー工程により、レジスト膜Ｒe3を形成する。そして、レジスト膜Ｒe3をマスクと
して、ドライエッチングを行なって、下層層間絶縁膜１１に下層配線溝１３を形成する。
なお、下層配線溝１３の深さや平面寸法は、第１の実施形態における図２（ａ）に示す工
程と同じでよい。
【００６３】
　次に、図７（ｂ）に示す工程で、フッ酸系のエッチング液（ＨＦ，ＢＨＦなど）による
ウェットエッチングを行なうことにより、下層配線溝１３の側面に、横方向の深さが約０
．１μｍの凹部１３ｃを形成する。すなわち、フッ酸系のエッチング液に対して、ＮＳＧ
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膜のエッチングレートはＰＳＧ膜のエッチングレートよりも大きいことを利用するもので
ある。
【００６４】
　なお、下層層間絶縁膜１１の第１層１１ａ，第２層１１ｂ，第３層１１ｃの材質の組み
合わせとして、第１層１１ａ及び第３層１１ｃをＳｉＯ2 膜とし、第２層１１ｂをＳｉＯ
Ｎ膜として、フッ酸系のエッチング液によりウェットエッチングを行なってもよい。後述
する第４の実施形態においても同様である。
【００６５】
　次に、図７（ｃ）に示す工程で、下層層間絶縁膜１１の上に、例えばスパッタ法により
厚さ約５０ｎｍのＴａＮ膜からなる下層バリアメタル層１４を堆積した後、スパッタ法，
ＣＶＤ法，電解メッキ法などにより、下層バリアメタル層１４の上に、下層配線溝１３が
埋め込まれるまで銅膜１５を形成する。電解メッキ法を用いる場合には、配線材料（本実
施形態においては銅）と同種類の材料からなるシード層を形成しておく。ＴａＮ膜は、銅
原子の拡散を抑制する機能を有している。
【００６６】
　次に、図７（ｄ）に示す工程で、ＣＭＰ法により、下層層間絶縁膜１１の上面が露出す
るまで、銅膜１５及び下層バリアメタル層１４を除去する。これにより、銅膜１５及び下
層バリアメタル層１４からなる下層配線１６が形成される。そして、下層配線１６の側面
には、側方に突出する凸部１６ｃが形成されている。
【００６７】
　その後の工程の図示は省略するが、第１の実施形態における図３（ｂ），（ｃ）に示す
工程と同様の処理を行なうことにより、図６に示す半導体装置の構造が得られる。
【００６８】
　本実施形態の半導体装置の製造方法によると、下層配線溝１３に凹部１３ｃを形成する
際に、第１の実施形態のごとくリソグラフィー工程を追加することなく、側面に凸部１６
ｃを有する下層配線１６を容易に形成することができる。そして、この構造により、凸部
１６ｃがボイドをゲッタリングする機能を有するので、下層配線１６（中の銅膜１５）の
うち上層プラグ２２ａに接触する領域にボイドが集中的にゲッタリングされることに起因
するコンタクト抵抗の増大を抑制することができる。
【００６９】
　なお、本実施形態においては、下層層間絶縁膜１１を、エッチングレートが互いに異な
る２種類の絶縁膜によって構成したが、３種類以上の絶縁膜により下層層間絶縁膜１１を
構成してもよい。
【００７０】
　　（第４の実施形態）
　図８は、第４の実施形態における半導体装置の構造を示す断面図である。図８に示すよ
うに、本実施形態の半導体装置の基本的な構造は、第１～第３の実施形態と同じであるが
、その特徴は、第１の実施形態と第３の実施形態との特徴を併せ持つ点である。
【００７１】
　すなわち、下層層間絶縁膜１１に形成された下層配線溝１３の下面が平坦ではなく、多
くの凹部１３ａを有していて、下層配線１６中にはこの凹部１３ａに埋め込まれた規則的
な形状の凸部１６ａが存在している。凹部１３ａの深さは例えば０．１μｍで、凹部１３
ａの平面寸法は例えば０．２μｍ×０．２μｍである。
【００７２】
　また、下層層間絶縁膜１１に形成された下層配線溝１３の側面が平坦ではなく凹部１３
ｃを有していて、下層配線１６中にはこの凹部１３ｂに埋め込まれた凸部１６ｃが存在し
ている。そして、凸部１６ｃの縦方向寸法は、約０．１μｍであり、凸部１６ｃの突出量
は約０．１μｍである。
【００７３】
　本実施形態においても、下層配線１６の厚さ，平面寸法は、第１の実施形態と同様であ
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る。上層プラグ２２ａの平面寸法は例えば０．２μｍ×０．２μｍである。従来の構造の
場合には、下層配線溝１３の幅が０．２５μｍ以上で、長さが１μｍ以上である場合に、
特に、下層配線１６中にボイド集中領域が生じやすいことがわかっている。
【００７４】
　なお、基板１０には、さらに下側の層間絶縁膜や配線層が存在している場合にも、本実
施形態を適用することができる。そして、図８の破線に示すように、下層配線１６の下方
には、さらに下側の配線や半導体基板に到達するプラグが設けられている。一般に、半導
体装置には、３層以上の配線層が設けられていることが多いが、その全ての層の配線が本
実施形態に示す下層配線１６の形状を有していることが好ましい。
【００７５】
　本実施形態の半導体装置によると、下層配線１６の底面，側面に凸部１６ａ，１６ｃを
設けたことにより、凸部１６ａ，１６ｃにもボイドがゲッタリングされるので、下層配線
１６のうち上層プラグ２２ａに接触する領域に集中的にボイドがゲッタリングされるのを
防止することができ、第１の実施形態や第３の実施形態単独の構造よりもさらに高いボイ
ドのゲッタリングの分散機能を発揮することができる。
【００７６】
　次に、本実施形態における半導体装置の製造方法について説明する。図９（ａ）～（ｄ
）は、本実施形態の半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【００７７】
　まず、図９（ａ）に示す工程で、第３の実施形態における図７（ａ），（ｂ）に示す工
程と同じ処理を行なって、下層層間絶縁膜１１の下層配線溝１３の側面に凹部１３ｃを形
成する。さらに、リソグラフィー工程により、下層層間絶縁膜１１の上に、多数の開口部
Ｈole を有するレジスト膜Ｒe4を形成する。このとき、開口部Ｈole の平面寸法，数，配
置等は、第１の実施形態における図２（ｂ）の左図及び右図に示すとおりである。
【００７８】
　次に、図９（ｂ）に示す工程で、ドライエッチング工程により、下層層間絶縁膜１１の
うちレジスト膜Ｒe4の開口部Ｈole 下方に位置する部分を堀り込んで、下層配線溝１３の
底面に凹部１３ａを形成する。このとき、凹部１３ａの深さは、第１の実施形態と同じで
ある。
【００７９】
　次に、図９（ｃ）に示す工程で、アッシング工程により、レジスト膜Ｒe4を除去した後
、下層層間絶縁膜１１の上に、例えばスパッタ法により、厚さ約５０ｎｍのＴａＮ膜から
なる下層バリアメタル層１４を堆積した後、スパッタ法，ＣＶＤ法，電解メッキ法などに
より、下層バリアメタル層１４の上に、下層配線溝１３が埋め込まれるまで銅膜１５を形
成する。電解メッキ法を用いる場合には、配線材料（本実施形態においては銅）と同種類
の材料からなるシード層を形成しておく。ＴａＮ膜は、銅原子の拡散を抑制する機能を有
している。
【００８０】
　次に、図９（ｄ）に示す工程で、ＣＭＰ法により、下層層間絶縁膜１１の上面が露出す
るまで、銅膜１５及び下層バリアメタル層１４を除去する。これにより、銅膜１５及び下
層バリアメタル層１４からなる下層配線１６が形成される。そして、下層配線１６の底面
，側面には、それぞれ下方，側方に突出する凸部１６ａ，１６ｃが形成されている。
【００８１】
　その後の工程の図示は省略するが、第１の実施形態における図３（ｂ），（ｃ）に示す
工程と同様の処理を行なうことにより、図８に示す半導体装置の構造が得られる。
【００８２】
　本実施形態の半導体装置の製造方法によると、底面，側面にそれぞれ凸部１６ａ，１６
ｃを有する下層配線１６を容易に形成することができる。そして、この構造により、凸部
１６ａ，１６ｃがボイドをゲッタリングする機能を有するので、下層配線１６（中の銅膜
１５）のうち上層プラグ２２ａに接触する領域にボイドが集中的にゲッタリングされるこ
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とに起因するコンタクト抵抗の増大をより効果的に抑制することができる。
【００８３】
　　（第５の実施形態）
　図１０は、第５の実施形態における半導体装置の構造を示す断面図である。図１０に示
すように、本実施形態の半導体装置は、多数のトランジスタ等の半導体素子（図示せず）
が形成された基板１０と、基板１０の上方に設けられた下層層間絶縁膜１１と、下層層間
絶縁膜１１に形成された下層配線溝１３と、下層配線溝１３の壁面に沿って形成された下
層バリアメタル層１４と、下層配線溝１３を埋める銅膜１５と、銅膜１５上に形成された
バリアメタル層３０と、下層層間絶縁膜１１及びバリアメタル層３０の上に設けられた上
層層間絶縁膜１７と、上層層間絶縁膜１７に形成された接続孔１８及びその上の上層配線
溝１９と、接続孔１８及び上層配線溝１９の壁面に沿って形成された上層バリアメタル層
２０と、接続孔１８及び上層配線溝１９を埋める銅膜２１とを備えている。下層配線溝１
３を埋める銅膜１５及び下層バリアメタル層１４により、下層配線１６が構成されている
。一方、上層層間絶縁膜１７に形成された上層配線溝１９は、接続孔１８を包含する広い
領域に形成されている。そして、上層バリアメタル層２０及び銅膜２１のうち、接続孔１
８に埋め込まれている部分が上層プラグ２２ａであり、上層配線溝１９に埋め込まれてい
る部分が上層配線２２ｂである。なお、第１～第４の実施形態と同様に、下層層間絶縁膜
１１及びバリアメタル層３０の上にシリコン窒化膜を形成し、シリコン窒化膜上に上層層
間絶縁膜１７を形成した構成であってもよい。
【００８４】
　ここで、本実施形態の半導体装置の特徴は、下層配線１６の銅膜１５と上層層間絶縁膜
１７及び上層プラグ２２ａとの間に、厚さ５０ｎｍのＴａＮからなるストレス緩和用導体
膜であるバリアメタル層３０が設けられている点である。そして、バリアメタル層３０は
、銅膜１５上に、下層層間絶縁膜１１の上面と平坦になるように形成されている。このバ
リアメタル層３０は、下層配線１６中の銅膜１５が酸化されるのを防止する機能と、銅膜
１５と上層プラグ２２ａとの接触部におけるストレスを関する機能とを有している。
【００８５】
　本実施形態においても、下層配線１６の厚さ，平面寸法は、第１の実施形態と同様であ
る。従来の構造の場合には、下層配線溝１３の幅が０．２５μｍ以上で、長さが１μｍ以
上である場合に、特に、下層配線１６中にボイド集中領域が生じやすいことがわかってい
る。
【００８６】
　なお、基板１０には、さらに下側の層間絶縁膜や配線層が存在している場合にも、本実
施形態を適用することができる。そして、図１０の破線に示すように、下層配線１６の下
方には、さらに下側の配線や半導体基板に到達するプラグが設けられている。一般に、半
導体装置には、３層以上の配線層が設けられていることが多いが、その全ての層の配線が
本実施形態に示す下層配線１６の形状を有していることが好ましい。
【００８７】
　本実施形態の半導体装置によると、下層配線１６の銅膜１５を覆うバリアメタル層３０
を設けたことにより、下層配線１６と上層プラグ２２ａとの接触部における局所的なスト
レスが緩和されるので、下層配線１６のうち上層プラグ２２ａに接触する領域に集中的に
ボイドがゲッタリングされるのを防止することができる。
【００８８】
　次に、本実施形態における半導体装置の製造方法について説明する。図１１（ａ）～（
ｄ）は、本実施形態の半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【００８９】
　まず、図１１（ａ）に示す工程で、第２の実施形態における図５（ａ），（ｃ）及び（
ｄ）に示す工程とほぼ同じ処理を行なって、下層層間絶縁膜１１及び下層配線１６を形成
する。
【００９０】
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　次に、図１１（ｂ）に示す工程で、周知のリソグラフィー工程により、下層配線１６中
の銅膜１５の上面を露出させる開口を有するレジスト膜Ｒe5を形成する。そして、レジス
ト膜Ｒe5をマスクとして、銅膜１５のドライエッチングを行なって、銅膜１５を深さ５０
ｎｍだけ掘り下げる。このとき、下層バリアメタル層１４，下層層間絶縁膜１１をも同時
に掘り下げてもよい。
【００９１】
　次に、図１１（ｃ）に示す工程で、下層配線１６（下層バリアメタル層１４及び銅膜１
５）及び下層層間絶縁膜１１の上に、例えばスパッタ法により、厚さ１００ｎｍのＴａＮ
膜からなるバリアメタル層３０を堆積する。
【００９２】
　次に、図１１（ｄ）に示す工程で、ＣＭＰ法により、下層層間絶縁膜１１の上面が露出
するまで、バリアメタル層３０を除去する。これにより、銅膜１５の上にバリアメタル層
３０が設けられた構造が得られる。ここで、バリアメタル層３０は、図１１（ｂ）に示す
工程においてエッチングによって掘り下げられた領域のみに形成され、主に銅膜１５上に
形成される。
【００９３】
　その後の工程の図示は省略するが、第１の実施形態における図３（ｂ），（ｃ）に示す
工程と同様の処理を行なうことにより、図１０に示す半導体装置の構造が得られる。
【００９４】
　本実施形態の半導体装置の製造方法によると、銅膜１５の上にバリアメタル層３０が設
けられた構造が容易に得られる。そして、この構造により、下層配線１６（中の銅膜１５
）と上層プラグ２２ａとが接触する部分におけるストレスを緩和することができるので、
下層配線１６（中の銅膜１５）のうち上層プラグ２２ａに接触する領域にボイドが集中的
にゲッタリングされることに起因するコンタクト抵抗の増大を抑制することができる。
【００９５】
　なお、ＴａＮ膜からなるバリアメタル層３０に代えて、酸素の通過を防ぐ機能を有しな
い導体材料からなるストレス緩和用導体膜を設け、その上にシリコン窒化膜をさらに形成
しても、本実施形態と同じ効果を発揮することができる。
【００９６】
　　（第６の実施形態）
　図１２は、第６の実施形態における半導体装置の構造を示す断面図である。図１２に示
すように、本実施形態の半導体装置は、多数のトランジスタ等の半導体素子（図示せず）
が形成された基板１０と、基板１０の上方に設けられた下層層間絶縁膜１１と、下層層間
絶縁膜１１に形成された下層配線溝１３と、下層配線溝１３の壁面に沿って形成された下
層バリアメタル層１４と、下層配線溝１３を埋めるＳｉ含有銅膜３５と、下層層間絶縁膜
１１及びＳｉ含有銅膜３５の上に設けられたシリコン窒化膜２４と、シリコン窒化膜２４
の上に設けられた上層層間絶縁膜１７と、上層層間絶縁膜１７に形成された接続孔１８及
びその上の上層配線溝１９と、接続孔１８及び上層配線溝１９の壁面に沿って形成された
上層バリアメタル層２０と、接続孔１８及び上層配線溝１９を埋める銅膜２１とを備えて
いる。下層配線溝１３を埋めるＳｉ含有銅膜３５及び下層バリアメタル層１４により、下
層配線３６が構成されている。一方、上層層間絶縁膜１７に形成された上層配線溝１９は
、接続孔１８を包含する広い領域に形成されている。そして、上層バリアメタル層２０及
び銅膜２１のうち、接続孔１８に埋め込まれている部分が上層プラグ２２ａであり、上層
配線溝１９に埋め込まれている部分が上層配線２２ｂである。上層プラグ２２ａは、シリ
コン窒化膜２４を貫通して下層配線１６のＳｉ含有銅膜３５に接触している。
【００９７】
　ここで、本実施形態の半導体装置の特徴は、下層配線３６が、Ｓｉ含有銅膜３５を有し
ている点である。本実施形態においても、下層配線３６の厚さ，平面寸法は、第１の実施
形態と同様である。
【００９８】
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　なお、基板１０には、さらに下側の層間絶縁膜や配線層が存在している場合にも、本実
施形態を適用することができる。そして、図１０の破線に示すように、下層配線３６の下
方には、さらに下側の配線や半導体基板に到達するプラグが設けられている。一般に、半
導体装置には、３層以上の配線層が設けられていることが多いが、その全ての層の配線が
本実施形態に示す下層配線３６の構造を有していることが好ましい。
【００９９】
　本実施形態の半導体装置によると、下層配線３６にＳｉ含有銅膜３５を設けたことによ
り、下層配線３６中のＳｉ含有銅膜３５にもボイドがゲッタリングされるので、下層配線
３６のうち上層プラグ２２ａに接触する領域に集中的にボイドがゲッタリングされるのを
防止することができる。
【０１００】
　次に、本実施形態における半導体装置の製造方法について説明する。図１３（ａ）～（
ｃ）は、本実施形態の半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【０１０１】
　まず、図１３（ａ）に示す工程で、第２の実施形態における図５（ａ），（ｃ）及び（
ｄ）に示す工程とほぼ同じ処理を行なって、下層層間絶縁膜１１，下層バリアメタル層１
４及び銅膜１５を形成する。
【０１０２】
　次に、図１３（ｂ）に示す工程で、周知のリソグラフィー工程により、銅膜１５の上面
を露出させる開口を有するレジスト膜Ｒe6を形成する。そして、レジスト膜Ｒe6をマスク
として、銅膜１５にＳｉイオン（Ｓｉ+ ）を注入することにより、Ｓｉ含有銅膜３５を形
成する。このとき、Ｓｉイオンの注入条件は、注入エネルギーが例えば１８０ｋｅＶ～２
５０ｋｅＶ程度であり、ドーズ量が１×１０14ｃｍ-2程度である。注入エネルギーが１８
０ｋｅＶの場合には、Ｓｉ原子の注入深さは０．１０μｍ程度であり、注入エネルギーが
２５０ｋｅＶの場合には、Ｓｉ原子の侵入深さは０．１５μｍ程度である。また、ドーズ
量が１×１０14ｃｍ-2の場合には、銅膜中のＳｉ原子数が約１×１０19個／ｃｍ3 （原子
濃度が約０．０１％）である。
【０１０３】
　ここで、下層バリアメタル層１４の一部にＳｉイオンが同時に注入されてもよいし、逆
に、銅膜１５の一部にＳｉイオンが注入されていなくてもよい。
【０１０４】
　次に、図１３（ｃ）に示す工程で、アッシングによりレジスト膜Ｒe6を除去する。これ
により、Ｓｉ含有銅膜３５を有する下層配線３６が得られる。
【０１０５】
　その後の工程の図示は省略するが、第１の実施形態における図３（ｂ），（ｃ）に示す
工程と同様の処理を行なうことにより、図１０に示す半導体装置の構造が得られる。
【０１０６】
　本実施形態の半導体装置の製造方法によると、Ｓｉ含有銅膜３５を有する下層配線３６
を容易に形成することができる。そして、この構造により、Ｓｉ含有銅膜３５中のＳｉが
ボイドをゲッタリングする機能を有するので、下層配線３６（中のＳｉ含有銅膜３５）の
うち上層プラグ２２ａに接触する領域にボイドが集中的にゲッタリングされることに起因
するコンタクト抵抗の増大を抑制することができる。
【０１０７】
　なお、図１３（ｂ）に示す工程では、Ｓｉに代えて、ボイドをゲッタリングする機能を
有する他の不純物（例えばＧｅ，Ｃ，Ａｌ，Ｔａ，Ｔｉ，Ｗ，Ｎｉ，Ｃｏなど）を銅膜１
５に注入しても、本実施形態と同じ効果を発揮することができる。
【０１０８】
　　（各実施形態の変形例）
　なお、上記各実施形態では、下層配線１６（又は３６）及び上層配線２２の主要部分を
銅膜によって構成したが、ポリシリコン膜、アルミニウム膜，アルミニウム合金膜、タン
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グステン膜など、銅以外の導電性材料からなる膜を主要部とする配線を設けた場合にも、
それぞれ上記各実施形態と同じ効果を発揮することができる。
【０１０９】
　上記各実施形態におけるシリコン窒化膜２４に代えて、ＳｉＯＮ膜，ＳｉＯＦ膜，Ｓｉ
Ｃ膜，ＳｉＣＦ膜等を用いてもよい。また、下層配線がほとんど酸化されるおそれがない
か、酸化されても不具合がないときには、シリコン窒化膜又はこれに相当する部材を設け
る必要はない。
【０１１０】
　また、下層配線溝の壁面に凹部が設けられていない場合であっても、下層配線の上面に
凸部が設けられていても、その部分にストレスが発生するので、本発明の基本的な効果で
あるボイドの分散効果を発揮することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１１】
【図１】第１の実施形態における半導体装置の構造を示す断面図である。
【図２】（ａ）～（ｄ）は、第１の実施形態の半導体装置の製造工程の前半部分を示す断
面図及び平面図である。
【図３】（ａ）～（ｃ）は、第１の実施形態の半導体装置の製造工程の後半部分を示す断
面図である。
【図４】第２の実施形態における半導体装置の構造を示す断面図である。
【図５】（ａ）～（ｄ）は、第２の実施形態の半導体装置の製造工程を示す断面図である
。
【図６】第３の実施形態における半導体装置の構造を示す断面図である。
【図７】（ａ）～（ｄ）は、第３の実施形態の半導体装置の製造工程を示す断面図である
。
【図８】第４の実施形態における半導体装置の構造を示す断面図である。
【図９】（ａ）～（ｄ）は、第４の実施形態の半導体装置の製造工程を示す断面図である
。
【図１０】第５の実施形態における半導体装置の構造を示す断面図である。
【図１１】（ａ）～（ｄ）は、第５の実施形態の半導体装置の製造工程を示す断面図であ
る。
【図１２】第６の実施形態における半導体装置の構造を示す断面図である。
【図１３】（ａ）～（ｃ）は、第６の実施形態の半導体装置の製造工程を示す断面図であ
る。
【図１４】デュアルダマシン法を用いて形成された配線層を備えた従来の半導体装置の構
造を示す断面図である。
【符号の説明】
【０１１２】
　１０　　基板
　１１　　下層層間絶縁膜
　１１ａ　下部
　１１ｂ　中部
　１１ｃ　上部
　１３　　下層配線溝
　１３ａ　凹部
　１３ｂ　凹凸部
　１３ｃ　凹部
　１４　　下層バリアメタル層
　１５　　銅膜
　１６　　下層配線
　１６ａ　凸部
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　１６ｂ　凹凸部
　１６ｃ　凸部
　１７　　上層層間絶縁膜
　１８　　接続孔
　１９　　上層配線溝
　２０　　上層バリアメタル層
　２１　　銅膜
　２２ａ　上層プラグ
　２２ｂ　上層配線
　２４　　シリコン窒化膜
　３０　　バリアメタル層
　３５　　Ｓｉ含有銅膜
　３６　　下層配線
　Ｒｅ　　レジスト膜

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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